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定期監査の結果について（報告） 

 下記のとおり会津若松市監査基準に準拠して定期監査を行ったの 

で、地方自治法第 199 条第９項の規定によりその結果を報告します。 

              記 

１  監査の種類    

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定による定期監査 

２  監査対象所属 

(1) 市民部 

(2) 農政部 

(3) 建設部 

 (4) 教育委員会 

(5) 農業委員会事務局 

３  監査の着眼点及び実施内容   

会津若松市監査基準に準拠し、令和６年度執行分の事務事業及 

び工事について、財務事務に係る事務の執行及び経営に係る事業 

の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を上げ 



ているか等の観点から、関係書類を調査するとともに、所属長か 

ら説明を聴取する方法等により監査を実施した。 

４  監査の実施場所及び日程 

ア  実施場所  監査事務局及び河東支所内会議室 

イ  実施日   令和７年７月 11日から同年 10 月 28 日まで 

      ( うち対面監査  令和７年 10 月 27 日及び同月 28 日 )  

５  監査結果   

  事務事業及び工事の執行について、上記の着眼点により監査を 

実施した結果、おおむね適正な事務処理がなされていたが、一部 

改善等の必要を認める事項が見受けられた。 

なお、事務処理上改善又は留意すべき点で軽微なものについて

は、別途措置を促した。 

⑴  指導事項     

  下記のとおり指導事項が認められたので、改善を図られたい。 

 

○地域防災意見交換会・ワークショップ運営業務委託について

（市民部危機管理課） 

【主な問題点】 

 ・業務委託に係る予算積算手法の不適正 

 ・業務委託に係る予定価格設定手法の不適正 

 ・業務委託の仕様書における業務内容の不明確 

【業務の概要】 

危機管理課においては、地域防災の現状と課題を把握するた 

め、市地域防災計画の改定に向けて基礎的な情報を集約するこ 



とを目的に、当該業務委託をＡ団体と契約し実施した。 

【予算の積算手法】 

当該業務の予算積算手法について対面監査で聞き取りをした 

ところ、「当初、防災計画改定全体の業務委託を想定していた 

が、ワークショップ業務のみの委託に変更した経緯があり、時 

間的いとまがないため、一者からの参考見積り徴取により予算

（ 151 万２千円）を計上した」とのことであった。 

これは、複数者から見積りを徴取する内規の原則から外れた 

  事務処理であり、適正なものではなかった。 

【予定価格の設定手法】 

その後の契約事務においては、契約方法を指名競争入札とし、 

改めて複数の事業者から見積りを徴し、それらを参考として予 

定価格を積算したところ、前段の手法で積算した予算額を大幅 

に超過したが、防災対策費としての全体予算で対応可能であっ 

たことから、予定価格 789 万 9,100 円で入札を執行していた。 

 予定価格は、市として当該業務を執行する際の上限額でもあ 

る。予定価格の積算のための見積りに大きな乖離がある場合、 

相手方に錯誤の有無を確認する等妥当性を判断することが必要 

であり、安易に平均価格を予定価格としたことは適正な事務処 

理ではなく、インシデントを招いた事案であった。 

【委託業務の仕様】   

 次に、Ａ団体から報告された実績報告書及び対面監査での聞 

き取りによれば、地域住民対象及び関係団体を対象とした意見 

交換会・ワークショップとも、発注者である市から危機管理課 



職員が参加してあいさつや趣旨説明を行い、関係団体を対象と 

した時には、危機管理課において機材（ＰＣ、プロジェクター、 

スクリーン）の設置や関係資料の配付をしていた。また、地区 

のコミュニティセンター、公民館等の会場の予約手配について 

も危機管理課職員が行ったとのことであった。 

しかしながら、仕様書の中には、市と受託者間の役割分担は 

記載されておらず、また、仕様書では、業務内容について「ワ 

ークショップの開催により、地域の現状や課題の取りまとめ、 

傾向分析をして報告書を作成」とあるが、具体的な成果品の水 

準は明記されておらず、前段の役割分担も含めて、仕様書にお 

ける受託者の業務範囲が不明確であった。   

【まとめ】   

そもそも、自治体における業務の民間委託については、民間 

の専門知識やノウハウの活用による行政サービスの質の向上及 

びコスト削減を図ることを目的としており、導入にあたっては、 

委託の目的や業務範囲及び成果指標を明確にし、競争性・透明 

性を確保したプロセスで受託者を選定する必要がある。 

 今後、業務委託については、予算の積算、入札執行において 

所管課と事前協議を行う体制を構築したうえで、適正な事務処 

理に留意することはもとより、仕様書において委託する業務内 

容や成果を明確にし、委託の目的、有効性を十分考慮のうえ、 

業務の遂行にあたられたい。 

  【参考】 

  当該業務委託概要 



業務名  地域防災意見交換会・ワークショップ運営業務委託 

契約方式   指名競争入札 

契約締結日  令和６年６月 25日 

委託期間   令和６年６月 25日から令和７年２月 28 日まで 

変更契約締結日（委託期間の変更）  令和６年２月６日 

変更委託期間  契約締結日から令和７年３月 31日まで   

契約金額   1,509,200 円（うち消費税等の額 137,200 円） 

 

○除雪等業務委託料の予算不足等について（建設部道路課 )  

【主な問題点】 

 ・除雪等業務委託に要する予算措置の遅延 

・排雪業務委託に係るマネジメントの不備 

【事案の概要】 

 令和７年２月の大雪は、観測史上最大の積雪となり、本市に 

対し災害救助法が適用されるなど、市民生活に重大な影響を及 

ぼしたところであり、困難な状況の中、本市の除雪等業務自体 

については市民生活の維持に向けて最大限の努力がなされた。 

しかしながら、除雪等委託料に係る予算については、２月定 

例会議において議決を受けた補正予算 11億 8,700 万円を追加し 

た後も不足をきたし、翌年度予算において補償費により、１億 

7,147 万 1,259 円が支出される事態が生じるなど、予算の執行 

管理における問題点が確認された。 

【予算不足の経緯と予算の裏付けのない発注】 

対面監査において、予算不足が判明した経緯を確認したとこ 



ろ、令和６年度３月補正予算については、１月までの実績、２ 

月上旬の大雪を踏まえ、予算執行見込額を最大限見込んで計上 

したが、令和７年３月 31 日に排雪業務を委託したＡ組合から報 

告及び想定を上回る委託料の請求があり、その時点で予算不足 

が判明したとの説明があった。 

 また、３月補正予算で措置した予算が不足した理由としては、 

所管課において当該予算を積算・計上した令和７年２月 20日の 

時点では、今般の観測史上最大の積雪深をもたらした災害級の 

大雪の状況下では、道路渋滞による作業遅延や雪量増加等の除 

雪環境の変化を予測することは困難だったとの説明があった。 

本市の除雪等業務委託については、契約締結時に作業量が確 

定しないことから、作業単価を当初契約に定めて稼働実績に応 

じた委託料を支払う単価契約としており、降雪等により予算不 

足が生じるおそれがある場合は、補正予算成立後に確保した予 

算に基づいて委託料を支払うことで、除雪に支障が生じない仕 

組みとしている。 

しかしながら、地方自治法第 232 条の３は「支出負担行為は 

法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならな 

い」と定めており、本条の趣旨を踏まえれば、予算の裏付けな

く、受注者に除雪業務の実施を指示し、事実上、支出負担行為 

を行っていたことは不適切な事務執行である言わざるを得ない。 

【排雪業務委託のマネジメント】 

 予算不足の大きな要因となった排雪業務については、市除雪 

事業実施基本要綱に基づき、救急指定病院周辺道路、バス路線 



等の道路を優先しながら、パトロール結果を踏まえて、市が必 

要と判断した箇所を対象として行われている。 

 対面監査においてＡ組合からの報告及び請求が令和７年３月 

31 日となった理由を確認したところ、Ａ組合は、組合に所属し 

ている各事業者の作業日報をとりまとめたうえで、除雪等実施 

時間報告書を作成していたため、実際の排雪作業から概ね２週 

間程度を要していたとの説明があったが、市とＡ組合間の契約 

書には、作業内容及び作業時間の市への報告期限が明確に定め 

られておらず、適正な執行管理ではなかった。 

 さらに、排雪業務に係るＡ組合から提出された報告書に「組 

合分」と「市指示分」という区分があった点を確認したところ、 

所管課が、前者については排雪業務をＡ組合に指示し、後者は 

Ａ組合を通さず、組合構成業者に直接業務を指示したものとの 

説明があった。このことは、複数の命令系統が存在することに 

なり、混乱の要因ともなりかねず適正な執行体制ではなかった。 

【まとめ】 

本市においては、除雪等業務委託に係る予算が不足する場合、 

例年、２月定例会議最終日に補正予算案を追加提案して対応し 

てきている。しかしながら、今回のような災害級の大雪におい 

ては、予算的な裏付けがないままで、委託業務を行わせている 

事態が生じ、地方自治法第 232 条の３の観点からも、予算管理 

上重大な懸念が残るものである。 

今後においては、大雪等により除雪に係る経費が不足するお 

それがある段階で、遅滞なく補正予算を措置する方策について、 



財務部その他の関係部局と連携して検討されたい。 

また、排雪業務の委託については、発注者としての適切なガ 

バナンスが発揮されず、単価契約に基づく委託料の請求額が年 

度の末日に判明して、予算不足が生じるような事態が繰り返さ 

れてはならない。適時適切に委託業務の執行状況を把握し、予 

算管理を行うことが可能となる仕組みを構築することが肝要で 

あり、委託業務の管理のあり方、仕様、契約内容等の見直しを 

検討し、再発防止策を講じられたい。 

【参考】 

除雪等業務委託料 

受注者（ 120 者）からの請求額   20 億 5,105 万 5,406 円 

（うち排雪業務に係る請求額   ５億 8,476 万 1,801 円） 

関連予算等の額 

令和６年度当初予算額       ４億 5,000 万円 

〃   ３月補正額       11 億 8,700 万円 

〃   流用・配当替・予備費充当額 

２億 4,258 万 4,147 円 

   〃    支出額計       18 億 7,958 万 4,147 円 

令和７年度補償額         １億 7,147 万 1,259 円 

 

⑵ 所見      

 下記のとおり所見を付すべき事項が認められたので、事務事 

業の遂行に当たって留意されたい。 

 



○門 37 号橋橋梁補修工事における補修工法の変更について（建 

設部道路課 )  

【主な問題点】 

 ・設計図書誤謬の要因となった不適切な設計業務及びその検 

  収 

 ・誤謬による影響と不適切な事務執行 

 ・誤謬によって発生した過分な経費 

【事案の概要】 

当該工事は、「市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、劣化し 

た橋梁上部床版の架け替え補修工事として発注され、制限付一 

般競争入札を経てＡ社が受注した。当初の計画では、橋梁下部 

は既設橋台のコンクリート構造物を利用する計画であったが、 

工事着手したところ、既設床版は護岸用の石積みブロック上部 

に架けられており、橋台は存在していないことが判明した。こ 

のため補修工法の見直しを余儀なくされ、橋梁構造から函渠構 

造への設計変更及び請負金額の増額が行われたものである。 

【設計図書誤謬の要因】   

当該補修工事に使用した設計図書は、平成 30 年度に発注した

「東３号橋外橋梁調査及び橋梁補修実施設計業務委託」の受託 

者Ｂ社が作成した成果品である。今回の監査で成果品の検収状 

況及び設計内容が現地と相違した原因について確認したところ、

所管課からは、「当該橋梁の両岸部分には石積みブロックが施 

工されていたため、目視では既設橋台の位置や形状を正確に確 

認できていなかったこと、また破壊確認を行わなかったことに 



原因がある」との回答があった。 

さらに、当時、Ｂ社に提供した既設橋梁に関する唯一の資料 

である橋梁台帳を確認したところ、当該台帳に示された構造図

は、平成 26年に県が幅員 7.0 ｍのうち 3.0 ｍを拡幅施工した部 

分であって、当該工事に関わる構造は不明であると思料される 

ことから、所管課にて十分な検収がなされず、不確かな情報の 

ままＢ社に資料提供したことが誤謬の要因となったことを確認 

した。 

【誤謬による影響と不適切な事務執行】 

今回の設計変更により、当該補修工事は、令和６年度内の完 

成に至らず、令和７年度にも引き続き工事が行われることにな 

り、周辺市民生活への影響は大きかった。 

また、工事費についても、当初の工事請負費 25,665 千円に対 

し、令和７年度に実施している工事費も含めると総額 45,622 千 

円程度になると見込まれ、増加額は 19,957 千円となる。その中 

で、橋梁構造から函渠構造への補修工法の変更に伴い、Ａ社を 

通してＢ社に再度の設計業務が追加され、その費用は約 11,473  

千円に及んでおり、適正な事務執行ではなかった。 

さらに、設計が誤っていた場合は、市が設計図書を訂正する 

  必要があり、改めて市自ら設計業務を発注すべきところ、Ａ社 

  との変更契約で事務処理が進められたことも適正なものではな 

  かった。 

【まとめ】 

本来、橋梁などの重要構造物の設計では、より慎重な調査の 



 

 

基に設計が進められるべきものである。特に設計業務を委託す 

る場合は、受注者に提供する資料等の確認を十分に行い、不足 

がある場合には、別途に現地を試掘して調査するなどの対応に 

ついても検討されたい。また、成果品の検収では、設計内容と 

現状との間に齟齬は無いか、細心の注意をもって不完全履行を 

未然に防ぐための検収を徹底するとともに、工事を発注する段 

階においても同様な確認がなされることが、円滑な工事の施工 

に不可欠であり、発注者としての責務であるので、十分留意さ 

れたい。 

【参考】  

当該工事概要  

工事名  門 37 号橋橋梁補修工事 

 契約方式  制限付一般競争入札 

 工期（当初）  令和６年７月 26 日から令和７年３月 21日まで 

   （最終）  令和６年７月 26 日から令和７年６月 30日まで 

請負金額（当初）  25,665,000 円（税込み）   

請負金額（最終）  33,547,800 円（税込み） 

 

当該設計業務概要 

 業務名  東３号橋外橋梁調査及び橋梁補修実施設計業務委託 

 契約方式  指名競争入札 

委託期間  平成 31 年２月６日から平成 31年３月 28日まで 

請負金額  6,480,000 円（税込み） 

 



  ○教育ＩＣＴ環境総合サポート事業業務委託について（教育委 

員会学校教育課） 

  【主な問題点】 

   ・業務委託における予定価格の積算の不明瞭 

   ・業務委託における不十分な検収 

・業務委託における契約形態の疑義 

  【事案の概要】 

   当該業務委託は、教員のＩＣＴ機器の操作や活用に関する支 

援や機器のトラブル等に適切かつ迅速に対応するため、ヘルプ 

デスクの設置、現地での運用・保守作業等の業務をＩＣＴの専 

門事業者に委託しているものである。 

   当該業務委託の仕様書を確認すると、業務は６項目で構成さ 

れているが、その中の「研修会開催（教員向け・児童向け）及 

び授業支援業務」（価格内訳書における業務単価 240 万円）に 

ついては、研修会開催は０件、授業支援業務は６件の実績にも 

かかわらず、当初契約金額が変更なく支出されていた。 

【予定価格の積算】 

   当該業務の予定価格の積算に当たっては、複数の事業者から 

参考見積りを徴取し、全ての業務が平均的に実施されるという 

前提で、６項目ごとの業務単価で算出しているものの、項目ご 

との実施時間数や実施回数の指定が無く、予定価格の積算根拠 

が不明瞭であった。 

【検収事務】 

当該業務委託の稼働実績報告を確認すると、ヘルプデスク業 



務以外の稼働時間は 1,492.1 時間であり（仕様書で定めている業 

務時間数の目安は 1,848 時間）、研修会依頼は０件であった。 

これを対面監査において確認したところ、業務時間数は、全 

体で目安時間数の８割程度に達し、目安を大幅に下回るもので 

はないことから協議の必要はなく、当初契約金額を支出したと 

のことであった。 

   しかしながら、少なくとも研修会の開催については、待機の 

要素があって、一定の即時性も求められる「保守業務」とは性 

格を異にし、実施されたことをもって業務の成果であるとみる 

べきである。また、協議が必要となる「大幅に下回る」の具体 

的指標は定められておらず、研修会の開催がなかったことにつ 

いて受託業者との協議はあってしかるべきであり、さらには組 

織の決定としてなんらかの書面に残してもおくべきであった。 

【契約形態】 

当該業務委託については、不具合等に対応する保守業務に業 

務の性質が類似するとの認識のもと、仕様書に業務時間数の目 

安として業務全体の時間を示し、研修会開催及び授業支援業務 

は、学校や市の依頼があった場合に実施する仕様となっており、 

実施件数を定めない総価契約としているが、総価契約は、数量 

と単価が確定したうえで行う契約であり、実施件数の数量が確 

定できないのであれば、単価契約とすることが原則である。 

また、契約の性質としても、研修会開催及び授業支援業務や 

マニュアル等作成業務については、事務処理における過程を重 

視し、成果を問わない「準委任契約」でなく、成果品を求める 



 

「請負契約」とすべきである。請負契約であれば、発注者にと 

って発注後の履行状況によっては請負契約金額の上昇リスクが 

あるため、実績がない中で業務対価の支払いを可能とする総価 

契約としたとするとの判断は、公金を取扱ううえでの合理性を 

欠くものである。 

【まとめ】 

地方自治法においては、「地方公共団体はその事務を処理す 

るに当たっては（中略）最小の経費で最大の効果を上げるよう 

にしなければならない」と定められているところである。 

   今後においては、委託業務のより適切な執行管理に努めると 

ともに、実績や効果を検証し、契約方式や業務仕様の見直しを 

検討されたい。具体的には、請負金額の増減によって、受注者 

側のリスクを軽減し、双務性を向上させる契約方式や仕様書に 

ついても検討すべきである。 

【参考】 

当該業務委託概要 

委託業務名  教育ＩＣＴ環境総合サポート事業業務委託 

契約方式   公募型指名競争入札 

契約締結日  令和６年５月 17日 

委託期間   令和６年６月３日から令和 7 年３月 31 日まで 

契約金額   20,915,906 円（うち消費税等の額 1,901,446 円） 


